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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月16日(2019.12.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式Iの化合物又はそれらの医薬として許容し得る塩：
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【化１】

（式中：
　環Aは、
【化２】

　であり；
　環Bは、

【化３】

　であり；
　R1は、存在しないか、-H、-CHF2、-CF3、-OMe、又は-CNであり；
　Xは、CH2であり；
　R4は、-NRC(O)R、-NRC(O)N(R)2、-NRSO2R、又は-N(R)2であり、その各々は任意に置換
され；
　R5は、-ハロアルキルであり；
　各Rは、独立して、水素、C1-6脂肪族、C3-10アリール、3～8-員の飽和又は部分的に不
飽和の炭素環、窒素、酸素、もしくは硫黄から独立して選択された1～4個のヘテロ原子を
有する3～7-員の複素環、又は窒素、酸素、もしくは硫黄から独立して選択された1～4個
のヘテロ原子を有する5～6-員の単環式ヘテロアリール環であり；その各々は、任意に置
換されているか；又は
　同じ原子上の2個のR基は、それらが結合した原子と一緒に、C3-10アリール、3～8-員の
飽和又は部分的に不飽和の炭素環、窒素、酸素、もしくは硫黄から独立して選択された1
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～4個のヘテロ原子を有する3～7-員の複素環、又は窒素、酸素、もしくは硫黄から独立し
て選択された1～4個のヘテロ原子を有する5～6-員の単環式ヘテロアリール環を形成し；
その各々は、任意に置換されているか；
　kは、1であり；
　nは、0であり；
　pは、0であり；
　rは、1であり；並びに
　tは、1である。)。
【請求項２】
　前記環Aが、下記のものである、請求項1に記載の化合物：
【化４】

【請求項３】
　前記環Bが、下記のものである、請求項1～6のいずれか記載の化合物：

【化５】

【請求項４】
　前記R4が、-N(R)2であり、この基が任意に置換されている、請求項1～3のいずれか記載
の化合物。
【請求項５】
　前記R4が、-NH2である、請求項１～４のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項６】
　前記R4が、
【化６】

である、請求項１～５のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項７】
　前記R5が－CF3である、請求項１～６のいずれか一項に記載の化合物。
【請求項８】
　以下から選ばれる請求項１～７のいずれか一項に記載の化合物、または医薬として許容
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されるその塩：
【表１】
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【表２】
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【表３】
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【表４】
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【表５】
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【表６】
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【表７】
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【表８】
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【表９】
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【表１０】

【請求項９】
　請求項1～８のいずれか一項記載の化合物、及び医薬として許容し得るアジュバント、
担体、又はビヒクルを含有する、医薬組成物。
【請求項１０】
　患者又は生体試料中のTLR7/8、又はそれらの変異体の活性を阻害するための組成物であ
って、請求項1～8のいずれか一項記載の化合物又はそれらの生理的に許容し得る塩を含む
、前記組成物。
【請求項１１】
　TLR7/8-媒介性障害の治療を必要とする患者においてTLR7/8-媒介性障害を治療するため
の組成物であって、請求項1～8のいずれか一項記載の化合物又はそれらの生理的に許容し
得る塩を含む、前記組成物。
【請求項１２】
　前記障害が、関節リウマチ、乾癬性関節炎、変形性関節炎、全身性紅斑性狼瘡、狼瘡性
腎炎、強直性脊椎炎、骨粗鬆症、全身性硬化症、多発性硬化症、乾癬、1型糖尿病、2型糖
尿病、炎症性腸疾患(クローン病及び潰瘍性大腸炎)、高IgD血症及び周期熱症候群、クリ
オピン周期熱症候群、シュニッツラー症候群、全身性若年性特発性関節炎、成人発症ステ
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ィル病、痛風、偽痛風、SAPHO症候群、キャッスルマン病、敗血症、卒中、アテローム性
動脈硬化症、セリアック病、DIRA(IL-1受容体アンタゴニスト欠損症)、アルツハイマー病
、パーキンソン病、及び癌から選択される、請求項11に記載の組成物。
【請求項１３】
　対象における癌を治療するための組成物であって、請求項1～8記載の化合物又はそれら
の生理的に許容し得る塩を含む、前記組成物。
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